
環境市民厚生常任委員会 
 

日 時  令和５年６月２６日（月）  午前１０時００分 ～ 

場 所  全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

２ 議案審査 

【こども未来部】 

（１）報告第１号 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第１号） 

（２）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

（３）第６号議案 亀岡市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 

（４）第７号議案 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

【環境先進都市推進部】 

（１）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

 

【市民生活部】 

（１）報告第２号 亀岡市税条例及び亀岡市都市計画税条例の一部を改正する条例の

制定について 

（２）報告第３号 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

（３）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

（４）第５号議案 亀岡市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

【健康福祉部】 

（１）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

         （新型コロナウイルス感染症対応についての報告） 

 

３ 討 論～採 決 

 

４ 行政報告 

 

【健康福祉部】 

（１）亀岡市いきいき健幸ポイント制度について 



５ その他 

 

（１）議会だよりの掲載事項について 

（２）次回の開催日について 



環境市民厚生常任委員会資料（ こ ども 未来部）  

亀岡市立幼稚園条例の改正内容について 

１．概 要 

保育サービスの向上を図るため、亀岡市立幼稚園における預かり保育について、次のとおり改正

する。 

（１）預かり保育の実施日を夏季休業等長期休業期間に拡大することとし、預かり保育料を改正する。 

（２）子どもファースト宣言に掲げる「第２子以降保育料無料化事業」に係り、同一世帯における第２

子以降の子どもの預かり保育料を無料とする。 

 

２．現在の開園日等 

開園日 月曜日から金曜日まで 

教育時間 月・火・木・金曜日は午前９時～午後２時、水曜日は午前９時～午後１時  

預かり 保育 教育時間終了後から午後５時まで（長期休業期間は実施していない。） 

休園日 土曜日、日曜日、国民の祝日 

夏季休業日（７月２１日〜８月３１日）、冬季休業日（１２月２４日〜１月６日）、 

春季休業日（３月２５日〜４月７日） 

 

３．預かり 保育の実施内容 

【現状】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【令和 5 年 7 月から】 

 

※預かり 保育料について 

（１）保育の必要性の認定を受けた子ども の預かり 保育料 

国の幼児教育・保育の無償化により、「月あたり利用日数×4 5 0 円」（月額 11,3 0 0 円）を上限に

無償化される。今回改正する預かり保育料は、無償化の範囲内の保育料であるので、保護者負担

は生じない。 

（２）保育の必要性の認定を 受けていない子ども の預かり 保育料 

 上記の預かり保育料を納付いただく。ただし、市独自の第２子以降保育料無料化事業により、第２

子以降の預かり保育料は無料とする。 

開  園  日 

区     分 預かり 保育料 

教育時間終了後から 

午後５時まで 

1 人 1 時間当たり 10 0 円 

教育時間終了後から 

午後４時まで 

1 人 1 月当たり 3 ,0 0 0 円 

教育時間終了後から 

午後５時まで 

1 人 1 月当たり 4 ,0 0 0 円 

開  園  日 長期休業期間（夏季・冬季・春季休業） 

区     分 預かり 保育料 区     分 預かり保育料 

教育時間終了後から 

午後５時まで 

1 人 1 時間当たり 10 0 円 

（１日最大 4 5 0 円） 
午前９時から 

午後５時まで 

時間額及び月額ともに、 

開園日と同額 
1 人 1 月当たり 4 ,0 0 0 円 
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亀岡市低所得世帯支援給付金事業について 

 

１  事業目的 

価格高騰によっ て特に家計への影響が大き く なる住民税非課税世帯を 対象に、 電力・

ガス・ 食料品等の価格高騰による負担増を 緩和軽減するために、 １ 世帯当たり ３ 万円

の現金を 給付するも のです。  

 

２  事業期間 

   令和５ 年７ 月頃から 令和５ 年１ ２ 月頃まで（ 予定）  

    

３  支給対象者 

   住民税非課税世帯（ プッ シュ 型）  

   世帯全員の令和５ 年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

   ＊下宿学生・ 単身赴任者等の被扶養親族のみで構成さ れる世帯は除く  

 

４  給付額 

   ３ ０ ， ０ ０ ０ 円/世帯  ＊支給世帯数は、 １ ０ ， ４ ０ ０ 世帯程度の見込み 

 

５  給付方法 

過去に実施し た類似の給付金と 同じ 口座または指定する口座に振込み 

 

６  予算措置  

   予算額    ３ ３ ８ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 

    内 事業費 ３ １ ２ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 ←10, 400 世帯×30, 000 円 

      事務費  ２ ６ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 ←業務委託料、 振込手数料、 郵送料等 

 （ 事業費・ 事務費と も 補助率１ ０ ／１ ０ ）  
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７  スケジュ ール 

   プッ シュ 型（ 課税情報等により 対象世帯を特定）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊プッ シュ 型で対応でき ない世帯に対し ては、 申請書を 送付し ます。  

 

８  広報関係 

  ア 広報かめおか 

     受付開始時期に合わせて記事を掲載し 、 制度を 周知し ます。  

  イ  ホームページ 

     ホームページでは、 でき る だけ早期に事業実施のお知ら せを 掲載すると と も に、 

     準備ができ 次第、 制度についての周知及び申請様式等を掲載し ます。  

 

●プ ッ シ ュ 型給付ま で のフ ロ ーイ メ ージ 図（ 見込）

税情報等を 用いて対
象と なる 世帯を 抽出

案内及び確認書を 作
成し 、 該当者に送付

①郵送
案内及び確認書 受取

内容確認
②郵送

確認書記入及び 返送

支給決定
③決定通知書の送付

振込事務
④指定口座へ給付金振込

亀　 岡　 市
住民税均等割
非 課 税 世 帯

①市民への手続き 書類の郵送 

    令和５ 年７ 月下旬開始 

②手続き 書類受付開始日 

（ 市民から 市への確認書返送）  

    令和５ 年８ 月１ 日 

③支給決定通知の送付 

    令和５ 年８ 月以降順次 

④給付金口座振り 込み 

    令和５ 年８ 月～１ ０ 月毎木曜日 

 



 

亀岡市いきいき健幸ポイント制度の概要 

 

１  事業目的 

高齢者の社会参加活動を 活性化さ せるこ と によ り 、 たと え重度な要介護状態になっ て

も 、 住み慣れた環境のなかで自立し た生活を 送るこ と ができ る地域づく り を目指す。  

 

２  事業実施内容 

 （ １ ） 事業概要 

   高齢者が、 地域において通いの場等、 活動受け入れ団体が行う 事業等へのボラ ンティ

アを 行っ た場合に、 スマート フ ォ ンのアプリ ケーショ ンを 活用し 、 高齢者にポイ ント を

付与、 ポイ ント の換金を 行う 。  

 

 （ ２ ） 事業対象者  ６ ５ 歳以上の高齢者（ 亀岡市の介護保険第１ 号被保険者）  

 

 （ ３ ） 活動期間   １ 月～１ ２ 月 

           （ ポイ ント 還元請求期間は翌年の１ 月～２ 月末まで）  

 

 （ ４ ） ポイ ント 付与の対象と なる活動 

  ア 活動対象（ コ ンセプト は、「 誰でも 参加でき る」）  

・ レ ク リ エーショ ン等の指導・ 参加補助 

・ お茶出し や食堂内の配膳・ 下膳などの補助 

・ 喫茶などの運営補助 

・ 散歩・ 外出・ 館内移動の補助 

・ 利用者の話し 相手 

・ 行事の手伝い 

 ・ 草刈り や花壇の手入れ 

・ 洗濯や洗濯物の整理 

・ 施設内外や居室の清掃   等 

 ※専門知識が不要なも のと する 

 

イ  活動場所（ 想定）  

区分 具体的な施設 

施設 ・ 老人福祉施設（ 特別養護老人ホーム等）  

・ 通所介護サービス事業所（ デイ サービス等）  

・ 社会教育施設（ 公民館、 図書館、 資料館等）  

・ 児童施設（ 保育園、 幼稚園、 子育て支援施設）  

・ 障がい者（ 児） 施設         等 
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生き がいづく り  

活動の場 

・ 高齢者サロン・ 通いの場 

・ ボラ ンティ ア・ Ｎ Ｐ Ｏ 団体      等 

その他 ・ 自治会 

・ サンガスタ ジアム 

・ 商業施設              等 

その他： 市の主催する行事（ 清掃活動（ ク リ ーン作戦）、 講演会、 マラ ソ ンなど）  

 

（ ５ ） ポイ ント の内容 

  ア ポイ ント の設定    １ 時間以上２ 時間未満 １ ０ ０ ポイ ント  

               ２ 時間以上      ２ ０ ０ ポイ ント  

               １ 日上限       ２ ０ ０ ポイ ント  

  イ  ポイ ント の上限    １ 人あたり 上限５ ， ０ ０ ０ ポイ ント  

               （ １ ポイ ント ＝１ 円と し 、 還元上限は５ ， ０ ０ ０ 円）  

               ※上限を超えたポイ ント は無効 

               ※下限は１ ０ ０ ポイ ント 以上 

  ウ ポイ ント の還元方法  電子マネー（ 将来的には寄附も 検討）  

               ※モデル事業時点では、 電子マネーはＷＡ Ｏ Ｎ のみ 

                令和６ 年度以降は対象拡大を 検討 

  エ ポイ ント の期限    当該年のみ（ 翌年繰越なし ）  

  オ ポイ ント の管理方法  スマート フ ォ ンアプリ ケーショ ンまたはＷＥ Ｂ  

               ※紙対応は行わない 

  カ  ボラ ンティ ア保険   京都府社会福祉協議会が実施し ている「 ボラ ンティ ア保険」 

に加入（ 基本コ ースＡ プラ ン３ ０ ０ 円）  

※登録説明会時に参加者が加入し ても ら う （ 必須）  

※保険料については、 ポイ ント で還元する 

１ 年ごと に更新のため、更新ごと にポイ ント で還元する 

  キ その他 

   ・ ポイ ント 還元請求は、 原則翌年のポイ ント 還元請求期間１ 回のみと する 

   ・ 参加者が市外転出する場合においても 、 ポイ ント 請求は翌年のポイ ント 還元請求 

    期間のみと する 

   ・ ポイ ント 還元請求後、 参加者の死亡が確認さ れた場合は、 ポイ ント 還元を 行わない 

こ と と する 

   ・ ポイ ント は相続の対象と せず、 他人への譲渡や貸与も でき ないも のと する 

   ・ ポイ ン ト 還元請求の際、 前年度までに介護保険料の未納または滞納がある 場合は、 

ポイ ント 還元を行わないこ と と する 

 

（ ６ ） 事業の流れ  別添資料①②のと おり  

 

 

 



３  モデル事業内容 

 （ １ ） 実施時期  令和５ 年６ 月～１ ２ 月 

 （ ２ ） 対象人数  １ ０ ０ 人 

 （ ３ ） 実施施設 

区分 具体的な施設 

高齢者施設 ・（ 福）友愛会 あんし んサポート ハウス亀岡友愛園【 西部地区】 

・ ガレ リ アかめおかデイ サービスセンタ ー【 亀岡地区】  

障がい者施設 ・（ 福） 亀岡福祉会 第三かめおか作業所【 川東地区】  

・（ 福） 松花苑 みずのき 【 川東地区】  

・（ 福） 松花苑 かし のき 【 中部地区】  

児童施設 ・ 第六保育所【 亀岡地区】  

・ 子育て支援センタ ー【 亀岡地区】  

・ かめまるラ ンド 【 亀岡地区】  

介護予防拠点 ・ 曽我部いこ いの家【 南部地区】  

・ ちと せさ わやか健康センタ ー【 川東地区】  

・ 亀岡市立人権福祉センタ ー（ 調整中）【 中部地区】  

・ ナルク 亀岡「 丹の里」【 篠地区】  

サロン・ Ｎ Ｐ Ｏ  

ボラ ンティ ア団体 

・ 寄っ て亭【 亀岡地区】  

・ べついんいき いき サロン【 南部地区】  

・ 大井町文化振興会【 中部地区】  

・ 国分ふれあいサロン【 川東地区】  

・ パーキンサロン野ばら の会【 川東地区】  

・ 子育てサーク ルう ぇ るかめ【 つつじ ケ丘地区】  

イ ベント  ・ 清掃活動（ ク リ ーン作戦） ※１ ２ 月予定 

   

 （ ４ ） 管理機関  亀岡市社会福祉協議会（ 委託）  

 （ ５ ） その他   モデル事業の期間は半年間であるが、 上限は同じ く ５ ， ０ ０ ０ ポイ  

ント と する 

 

４  今後のスケジュ ール  別添資料③④⑤のと おり  



スマート フ ォ ン
アプリ ケーショ ン

活動参加者
（ 亀岡市在住の６ ５ 歳以上の高齢者）

亀岡市社会福祉協議会

亀岡市
事業主体

事業統括
システム管理

事業委託

保守管理
データ 管理

ボラ ンティ ア活動

制度の流れ

ポイ ント 付与
活動参加者登録
・ 活動申込

活動受入団体
受入団体登録
・ 活動登録
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１ 年間の流れ

活動期間

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

活動終了後

１ ２ ３

活動参加者随時受付

ボラ ンティ ア活動（ 上限5, 000ポイ ント ）

１ 年間

※定期的に活動参加者説明会を開催

活動受入団体随時受付

※活動受入団体の受付のタ イ ミ ングに合わせて登録説明会を開催

活動参加者相談会を月１ 回以上開催

ポイ
ント
交換
申請

ポ
イ
ン
ト
交
換
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〇ポイ ント 制度試行的事業の実施

〇事業先行市の視察
（ 令和４ 年８ 月）

〇ボラ ンティ ア経験者や
活動受入団体担当者
と のワーク ショ ッ プ（ ３ 回実施）

〇活動受入団体アンケート 調査
（ 令和４ 年６ 月実施

対象施設３ ５ 施設）

〇スマート フ ォ ンアプリ ケーショ ン
の開発

〇活動受入団体への事業説明
（ 令和５ 年３ 月）

〇活動受入団体への再説明

〇活動参加者の相談会や個別相談などのマッ チング支援
（ 令和５ 年５ 月３ ０ 日 相談会開催 ５ 人参加）

〇活動受入団体の初回受入の支援

５ 月

〇市や社協に登録のある人に対する事業参加広報（ ５ ０ 人）

亀岡市いき いき 健幸ポイ ント 制度モデル事業実施までの経過

令和３ ・ ４ 年度 令和５ 年度

４ 月 ７ 月

〇活動受入団体ヒ アリ ング
（ 令和４ 年１ ０ 月～１ １ 月）

４ 月

〇活動参加者登録説明会の開催
（ 令和５ 年５ 月 ６ 回実施 ５ ０ 人登録）

６ 月 事業開始

〇ボラ ンティ ア申し 込み数 ２ ０ 人（ 延べ５ ８ 人）
（ 令和５ 年６ 月１ ４ 日時点）

令和３ 年度

令和４ 年度
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ポイ ント 申請期間１ ～２ 月

〇一般公募（ ５ ０ 人）

亀岡市いき いき 健幸ポイ ント 制度モデル事業 今後の予定

令和５ 年度

８ 月 １ ２ 月

８ 月

４ 月～

１ 月 １ ２ 月 １ 月

令和６ 年度

〇一般公募（ ５ ０ 人）

９ 月

〇活動参加者登録説明会
の開催

１ ２ 月末

〇モデル事業期間終了

〇ボイ ント 交換説明会の開催
（ 参加者交流会も 同時開催）

２ 月

〇活動参加者や活動受入団体の
事業見直し のための意見交換

〇アプリ ケーショ ンの不具合の確認と 改修

〇新規活動受入団体の開拓

７ 月 〇一般公募（ ５ ０ 人）

１ １ 月 〇一般公募（ １ ０ ０ 人）

活
動
参
加
者
３
０
０
人
体
制

見
直
し
後
の
事
業
内
容
で
実
施
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制度設計

アプリ 開発

モデル事業

事業開始

出張説明会の開催

活動受入団体の拡大

積極展開

事業参加者の

変化測定 等
令和３ ～５ 年度

令和６ ～１ ０ 年度

令和１ １ ～１ ５ 年度

約１ ０ 年間

準備期間 本格実施期間 見直し 後実施期間

事業
見直し

評価・
見直し

亀岡市いき いき 健幸ポイ ント 制度 今後の方針

令和５ 年度

プログラ ム評価の実施 最終評価
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